
（６）障害者団体や本人活動の支援
　意思決定過程に障害のある人の参画を得て、その視点を施策に反映させる観点から、障害者政
策委員会等において障害のある人や障害者団体が、情報保障その他の合理的配慮の提供を受けな
がら構成員として審議に参画している。
　また、「障害者総合支援法」に基づく地域生活支援事業において、障害のある人やその家族、
地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う「自発的活動支援事業」を実施している。

２．在宅サービス等の充実
（１）在宅サービスの充実
　障害のある人が地域で普通に暮らしていくためには、在宅で必要な支援を受けられることが前
提となる。このため、「障害者総合支援法」においては、利用者の実態に応じた支援を行う観点
から、利用者像やサービスの提供形態に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及
び重度障害者等包括支援を実施している。
・居宅介護…入浴等の介護や調理等の家事の援助等を短時間集中的に行うサービス
・重度訪問介護…�常時介護を要する身体に重度の障害のある人、知的障害若しくは精神障害によ

り、行動上著しい困難を有する障害のある人に対し、入浴等の介護や調理等の
家事の援助等のほか、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見
守り等の支援や外出時における移動中の介護を長時間行うとともに、病院、診
療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している一定
の要件を満たす障害のある人に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を
行うサービス

第１節　生活安定のための施策第４章　日々の暮らしの基盤づくり

■図表４-８　障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

資料：厚生労働省
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・同行援護…�重度の視覚障害のある人に対し、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供
するほか、移動に必要な支援等を行うサービス

・行動援護…�知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人に対し、居宅
内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な支援等を行う
サービス

・重度障害者等包括支援…�著しく重度の障害のある人の様々なニーズに応えて、円滑なサービス
の利用が可能、利用者のその時々の心身の状態等に応じて必要となる
複数の障害福祉サービスを組み合わせて、包括的に提供するサービス

　これらのサービスに加え、自宅で介護する人が病気の場合などに、短時間、夜間も含めて施設
において入浴等の介護を行うサービスである短期入所も行っている。

（２）住居の確保
ア　福祉施策における住居の確保支援
　障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、単身での生活が困難な障害のある
人が共同して自立した生活を営む場として、共同生活援助（グループホーム）を位置付けてい
るところである。グループホームでは、日常生活における家事や相談等の支援のほか、利用者
の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施してい
る。また、必要な利用者に対しては、食事や入浴等の介護を行うこととしている。なお、2018
年度の報酬改定では、常時の支援体制を確保することにより、利用者の重度化・高齢化に対応
できるグループホームの新たな類型として「日中サービス支援型指定共同生活援助」を設けた
（2018年４月施行）。
　地域生活支援事業における相談支援事業に住宅入居等支援事業（居住サポート事業）を位置
付け、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅への入居を希望する障害のある人に対して、不動産業者
に対する物件のあっせん依頼及び家主等との入居契約手続等といった入居支援や、居住後のサ
ポート体制の調整をしている。また、障害のある人が地域の中で生活することができるように、
低額な料金で居室などを提供する福祉ホーム事業を実施している。
　さらに、障害者支援施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する障害のある人に対
して住居の確保等を支援する地域移行支援や、単身で地域生活している障害のある人に対して
定期的な居宅訪問等により必要な支援を行う自立生活援助や連絡体制の確保や緊急時の支援を
行う地域定着支援を行っている。

イ　住宅施策における住宅の確保支援
　障害のある人等の住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定を確保することは、「住生
活基本法」（平成18年法律第61号）の基本理念の一つであり、その理念にのっとり賃貸住宅の
供給促進に関する基本事項等を定めた「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律」（平成19年法律第112号）に基づき、以下のとおり公営住宅等の公的賃貸住宅の的確
な供給及び民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等の各種施策を一体的に推進している。
①　障害のある人に配慮した公的賃貸住宅の供給
　公的賃貸住宅は、障害のある人の心身の状況、その他の配慮を必要とする事情を勘案し、
以下のように供給されている。
　公営住宅においては、入居者の募集・選考に際し、障害のある人を含む世帯は特に住宅困
窮度が高いものとして、地方公共団体の裁量により一定の上限の下、入居者の収入基準を緩
和するとともに、当選率の優遇、別枠選考等の措置を講じている。
　地域優良賃貸住宅制度においては、障害のある人を含む世帯等を対象に良質な賃貸住宅を
供給するため、民間事業者等に対し、その整備や家賃低廉化に対する支援を行うほか、入居
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